
●錠剤やカプセル状でも「健康食品・サプリメント」は「薬」ではありません。
●治療の妨げになる可能性があります。
●使用している「健康食品・サプリメント」は必ず医師にお伝えください。

［会員の先生方へのお願い］患者さんからの相談には、以下のサイトをご活用ください。
日本医師会会員向け
web版ナチュラルメディシン・データベース
健康食品・サプリメント情報の検索は

日本医師会
健康食品安全情報システム
健康被害情報のご提供は

「健康食品・サプリメント」のことを伝え忘れていませんか？

医師に
あなたの使用している
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